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はじめに（安全報告書の発行にあたって） 

 

平素より春秋航空日本をご利用頂きありがとうございます。 

この度「2014 年度安全報告書」を作成致しましたので、ご一読頂き、弊社の安全活動へのご理解を戴け

れば幸いでございます。 

  

弊社は、2012 年 9 月 7 日に会社設立、2014 年 8 月 1 日から B737-800 型機 3 機にて成田～高松線（1

往復）、成田～広島線（2 往復）、成田～佐賀線（2 往復）を就航し、10 月～12 月の定時運航率 93.54％

と順調な運航を行うことが出来ました。 

 

引続き、航空運送事業を通じて、お客様の利便性を高め地方活性化を図りながら、安全運航をベース

とした国内線・国際線の展開を進めてまいります。 

 

弊社は、安全運航は社会的な使命であり会社存続の基盤であるとの基本理念を踏まえ、具体的には、

社員一人一人の業務姿勢について『基本動作の励行』『確認行為の徹底』『安全姿勢の確立』を『3本の矢』

と定め、これらが等しく機能することにより『安全運航』が担保されるとの安全教育を全社員対象に繰

り返し実施しております。 

 

このような活動を通じて、安全管理体制を構築し、活性化させ、そして春秋航空日本としての安全文

化を醸成させてまいります。 

 

これからも皆様からの信頼を得て、選ばれる航空会社として歩んでいく所存でございますので、より

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます 

            

2015 年 5 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春秋航空日本株式会社 

代表取締役社長 鵜飼 博 
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1. 安全に関する基本方針 

1.1 安全理念 

 弊社は、すべての役職員が日常の業務を遂行する上で規範となるべき安全理念を定め、この理念のも

と、安全運航の維持・向上を追究し、安全に係る方針の基に業務を遂行してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 安全に係わる方針 

      (1) 安全最優先の原則 

① 安全はすべての品質に優先する。  

② 安全を維持向上させるために一切の妥協をしてはならない。  

③ 安全文化の浸透は経営トップ、管理職の責務である。 

④ 安全を支えるのは一人一人の意識と気付きである。 

 

(2) 関連法令等の遵守  

① すべての役職員は業務に当たっては関連法令や安全管理規程、運航・整備規程、及び社

内規定を遵守する。  

② すべての役職員は業務に当たり関連法令、または社内規定への不適合を認めた場合、速

やかに会社に報告し、会社はこれを是正する。  

③ 規定上にある基準や標準が業務実施に不適切であった場合、または規定が該当法令等に

適合していない場合、発見した者は、速やかに当該規定の主管部署に報告する。 

 

(3) 報告の奨励  

会社は従業員からの積極的な安全に係わる報告を奨励し歓迎する。  

 ①安全に係るすべての報告においては、関係する個人について、就業規則の規定にかかわ

らず、社内規程に定める懲戒処分の対象とはせず、その他の不利益な取り扱いを行わな

い。 ただし、故意によるものや虚偽・隠ぺい行為、甚だしい怠慢行為と認められる場合

を除く。 

②業務実施中に引き起こした、あるいは経験、発見した不安全と思われる発生事象につい

て、速やかに報告すると共に、原因究明のための調査に積極的に協力する。 

4 

1：安全は社会との約束であり最優先課題 

2：お客様の笑顔と満足は確かな安全と誠意から 

3：安全は十分な意思疎通と相互確認から 

4：安全のための「立ち止まり、取り止め」に勇気を 

安全理念 
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③会社は、報告対象事項・書式・責任部署・処理の流れおよびアウトプットを定めた報告 

  制度を設定し、運用する。 

 

(4) 提案・提言の尊重  

会社は安全に関する提案や提言を尊重し、それらを速やかに検討し、安全向上のため活用する。 

  

(5) 安全管理システム（SMS：Safety Management System）の維持向上  

経営者、安全統括管理者および安全推進部門は環境変化を的確に捉えて、SMSを見直し、必要

に応じ強化する。 

 

(6) 不法妨害行為の防止  

テロ・ハイジャック等、不法妨害行為を一切発生させないことを目指す。 

 

(7) 安全活動への参加  

安全に関する情報および知識交換など他社や外部機関と相互に協力する。国内外の関係業界

の安全活動に積極的に参加する。 

 

(8) 情報の伝達・共有と公開  

①  自社で発生した不安全事象は、再発防止の観点から速やかに社内・部門内の関係者に伝達

すると共に、関連部門間でその情報を共有する。管理職者は安全情報が部門内で留まって

ないか常に注意し、情報公開を促進する。  

②  自社で発生した不安全事象のうち、法令等により報告が義務づけられているものは、所定

事項を所管の航空安全行政当局に速やかに通報する。  

③  同不安全事象のうち、国際基準および契約等により報告すべき事項に該当するものがあれ

ば、会社は航空機製造事業者、航空会社の団体等に通報する。  

④  目的を共有する他社・社外団体と情報交換を行う。  

⑤ 安全推進委員会の議事録（運航リスク・マネジメント会議議事録を含む）は社内イントラ

ネットにより社内に公表され、展開・共有される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



2014 年度 安全報告書 

2. 安全確保の体制 

2.1 安全管理体制（組織と人員） 

  弊社の安全確保の組織体制は以下のとおりです。 

  (1) 組織図と従業員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     組織図 

 

役員室 経営企画室 CS推進室 安全推進室 
オペレーシ

ョン統括部 
整備部 運航部 

10 4 1 8 2 51 77 

運航統制部 客室部 運送部 市場企画部 総務人事部 
財務経理法

務部 

オペレーシ

ョン本部 

19 71 29 31 14 7 6 

                       各組織における人員数（2015 年 3 月 31 日現在） 

（注）短期契約社員、派遣社員を除く 

 (2)直接運航に係る各職種の人員 

職種 人員数 

運航乗務員 27名 

客室乗務員 43名 

整備従事者 
27名 

（内 B737-800ライセンス保有者 19名） 

運航管理者 11名 

（2015 年 3 月 31 日現在） 
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役員： 4 名 

社員：330 名 

2015 年 3 月 31 日現在 
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2.2 安全推進の組織 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全推進の組織 

 

   (2) 各組織の機能と役割の概要 

① 安全推進委員会  

安全に関わる重要事項の最高審議機関として、組織を横断する安全推進委員会を設置し、

毎月開催する。また、社内の安全管理の取組を総括的に管理する責任を有する安全総括

管理者を同委員会・委員長とし、安全施策・安全投資の決定などの安全に関する重要な

経営判断に直接関与し、その後の妥当性を評価する調査審議を行います。 

 

安全推進委員会の構成  

１）社長  

２）委員長（安全統括管理者とする）  

３）副委員長 

（オペレーション本部・本部長とする）  

４）委員  

 ・オペレーション本部・副本部長  

・オペレーション統括部長 ・整備部長 

・運航部長 ・運航統制部長 ・客室部長 

 ・運送部長 ・総務人事部長  

・経営企画室長 

５）事務局長（安全推進室長とする） 

 

 

 

(委員長/Chairman)

(副委員長/Vice-chairman)

(委員/Member)

(委員/Member)

(委員/Member)

(委員/Member)

(委員/Member)

(委員/Member)

GM. Safety Promotion, Audit &

Security

安全推進室長

GM. General Affairs & Personal

Depart.

総務人事部長

GM. Corporate Planning & Executive

Office

経営企画室長

(委員/Member)

(委員/Member)

GM. Maintenance & Engineering

Department

整備部長

Board members Conference/役員会

GM. Flight Department

運航部長

GM. Operation Control Department

運航統制部長

GM. Cabin Attendants Department

客室部長

GM. Ground Handling Department

運送部長

Chief Safety Executive Officer

安全統括管理者

GM. Operation Division

オペレーション本部・本部長

Deputy GM. Operation Division

オペレーション本部・副本部長

GM. Operation Supervisory

Department

オペレーション統括部長

(委員/Member)

(委員/Member)

Structure of Safety Promotion
Committee

安全推進委員会構成図

President　&　CEO
社長

 

 

(1) 運航、整備、空港など航空輸送

に関するあらゆる分野で、トッ

ップから作業者まで組織全体で

安全方針や安全情報を広く共有

します。 

安全目標達成のための活動、並

びにリスク軽減のために系統的

にハザードを特定しリスクの評

価を行い、適切な対策を講じ、

講じた対策の効果を評価してい

く活動を継続的に行い、安全性

を高めていきます。 
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     ② 運航リスク・マネジメント会議 

     安全推進委員会の下部機構として本会議を設定し、各生産部（運航部、整備部、客室部、 

運送部および運航統制部）安全担当課長またはこれに代わる者（運航リスク評価員）の

出席のもと、各生産部において特定されたハザードを把握し、そのリスク評価を分析・

共有するとともに、安全に係る情報を組織横断的に分析・共有する。本会議の内容は安

全推進委員会事務局により「安全推進委員会」に報告され、社内共有を図ります。 

 

③ 生産部安全推進会議 

各生産部は部門内の運航リスク評価員を中心として、部門内での安全推進業務を掌る会

議体を設定する。同会議においては、運航リスク評価員を中心に部門内で現認された不

安全事象から潜在するハザードを特定し、そのリスクを評価し、容認できるレベルまで

引き下げることを目的にした未然・再発防止活動を実践する。その内容は運航リスク・

マネジメント会議にて社内横断的共有を図ります。 

 

④ 航空事故調査会  

事故（航空法第 76条）が発生した場合、安全推進委員長の発動により同調査会が設置さ

れ、事実調査・解析・原因の究明ならびに必要な勧告・提言の取り纏めを行います。 

 

⑤ インシデント調査会  

重大インシデント（航空法 第 76条の 2）および事故や重大インシデントになり得る不具

合事象が発生した場合、安全推進委員長の発動により同調査会が設置され、事実調査・

解析・原因の究明ならびに必要な勧告・提言の取り纏めを行います。 
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2.3 責任と権限  

会社役職員は安全管理システム（SMS）に関して、以下の役割に関する責任と権限を有します。 

 

(1) 社 長  

運航の安全に関する最終責任者として安全理念および安全に係わる方針に基づき、安全に係 

わる施策の実現と推進に主体的に関与します。  

 

(2) 安全統括管理者  

安全管理の取り組みを統括的に管理する責任者としてSMS の継続的改善を推進し、安全の監 

視を行うと共に、安全施策・安全投資の決定など安全に関する重要な経営判断に直接関与し 

ます。  

 

(3) オペレーション本部長  

安全管理の取り組みを推進し、安全統括管理者を補佐し、オペレーション部門の立場から、 

SMSの継続的改善を推進し、安全の監視を行うと共に、安全施策・安全投資の決定など安全 

に関する重要な経営判断に係わる意見、助言を安全統括管理者に対して行います。  

 

   (4) オペレーション本部副本部長 

      オペレーション部門の副総括者として、生産部門における安全に関する取組みに関して本部 

長を補佐します。 

 

   (5) オペレーション統括部長 

      オペレーション部門の統括部門長として、生産部門における安全に関する取組みに関して、          

本部長、副本部長を補佐します。 

 

(6) 安全推進室長 

SMS の有効性と妥当性に関する事項とSMSの改善の必要性について安全統括管理者、経営お

よび安全推進委員会を補佐し、その指示に基づき、生産部安全推進会議に必要な勧告や提言

を行うとともに内部安全監査に係る業務（年度監査計画の立案および実施、監査員の教育・

訓練および養成、代表取締役社長・安全統括管理者および安全推進委員会への監査結果およ

び是正処置実施状況の報告と提言、等）を行います。  

 

(7) 生産部門長(整備部、運航部、運航統制部、客室部、運送部)  

自部門の安全に関する取り組みの実行責任者であり、自部門内で、安全に関する業務のプ 

ロセスや手順が設定され、実施され、維持されていることを確認するとともに安全推進委 
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員会の委員として、自部門のSMSの有効性と妥当性に関する事項とSMS の改善の必要性につ

いて報告します。  

 

(8) 総務人事部長 

部門運営（運営体制、人員計画）、組織風土・文化醸成に関する事項に係わる安全に関す

る事項の安全推進委員会への情報提供、安全推進委員会での論議結果の反映、修正等を行

います。  

 

(9) 経営企画室長 

事業計画（年度及び中長期）に係わる安全に関する事項の安全推進委員会への情報提供、

安全推進委員会での論議結果の反映、修正等を行います。  

 

(10) 各生産部安全担当課長（またはそれに代わる者） 

      部内安全情報の収集とその対応措置を実施します。 

        

(11) 従業員  

  法令や会社の規定・基準および手順書を遵守し、認定された資格の範囲の業務を確実に行う

とともに不安全事象や不安全要素の報告および改善の実施または提案を行います。 

 

3. 安全確保への取組み 

3.1 日常運航の支援体制（訓練及び審査） 

 (1) 運航乗務員 

     QM（Qualifications Manual：訓練審査規程）の基準に基づき、運航乗務員に対する任用訓練

並びに定期訓練を実施しております。 

訓練の実施方法別では、座学訓練、FFS（Full Flight Simulator：模擬飛行装置）訓練、路

線訓練があります。 

定期訓練は、運航乗務員の技量の維持・向上を図るため定期的に実施しており、機長は 6 ヶ

月毎、副操縦士は 1年毎に FFSで訓練を実施しております。 

技能審査は FFS を使用し、航空機の故障、悪天候等を再現させて行われ、路線審査は運航便

（実機）にて実施しております。 

 

(2) 客室乗務員 

    QM（Qualifications Manual：訓練審査規程）の基準に基づき、客室乗務員に対する任用訓練

並びに定期訓練を実施しております。 

    初期訓練では機内保安業務の他、関連法令や規程の理解、緊急事態への対応等について座学

ならびにモックアップ（模擬施設）や緊急救難施設での実技演習に加え、定期便での OJT（乗

務訓練）を実施しております。 

10 
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定期訓練は、緊急保安に関する知識および技量の維持・向上のため、年 1 回、座学と実技演

習により実施しております。 

      また、初期訓練、定期訓練ともに筆記ならびに実技による審査を審査客室乗務員が実施して

おります。 

 

 (3) 整備従事者 

    整備従事者に係る訓練および審査は以下のとおり実施しております。 

     整備従事者に関しては、整備規程・業務規程に基づき整備資格者の区分ごとに所定の資格者

訓練を実施し、審査・認定を経て所定の整備資格の発令をしております。 

     また、整備資格の発令後は、整備規程・業務規程に基づき、所定の定期訓練および評価を実

施し、技量維持・向上と新知識の習得を図っております。 

 

 (4) 運航管理者 

       QM（Qualifications Manual：訓練審査規程）の基準に基づき、運航管理者としての責任およ

び職務の遂行に必要な知識、技能の付与および維持向上を目的とした訓練、ならびに運航管

理者および同候補者に対し、当該知識・技能水準の確認のため審査を以下のとおり実施して

おります。  

   ①訓練 

任用訓練、定期訓練、復帰訓練、随時訓練、再訓練 

   ②審査 

     資格審査、定期審査、復帰審査、随時審査、再審査 

 

3.2 日常運航における問題点の把握とその共有、現場へのフィードバックの体制 

 (1) 全社的取り組み 

   ①運航リスク・マネジメント体制 

      運航リスク･マネジメント体制は、安全に関する情報を収集し、対策を講じる責任を有して

いる各部門の運航リスク評価員のもと、安全に係る情報を統括的に収集し、PDCAサイクル

を基本としてそのリスクを許容レベルまで低減させるため、安全推進室を中心に全体最適

となるように活動を進める体制です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクマネジメントにおける PDCAサイクル（概念図） 
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   ②内部安全監査 

         安全管理システム（SMS）が、関連法規および会社が定める諸規定に従って各組織において 

有効に機能し、更に仕組み自体を含め継続的に改善されているかを監査により客観的に確

認し、不適切な事象を認めた場合には、これを是正することにより、安全管理システム（SMS）

を維持・改善していきます。 

 

   ③自発報告制度（ヒヤリ・ハット）の運用 

      全社員を対象とした自発報告制度であり、事故やインシデント等には至らなかったものの

不安全事象を自ら経験もしくは伝聞等で知り、事故やインシデントの未然防止に役立つと

思われる場合、投函等の手段により報告するものです。内容は各担当部にて報告に関わる

原因や背景を分析し、必要な対策を講じます。この報告により報告者が不利益を被らない

よう制度化しています。 

 

 (2) 運航乗務員 

   ①飛行データ解析プログラム 

      運航の品質を向上させることを目的とし、当社の全運航便の飛行データを収集し解析・評

価することにより、日常運航における不安全要素を抽出し必要な是正処置を講じています。

また、分析結果を基に定期的にレポートを作成し運航乗務員に配布し運航品質の向上を図

っています。 

 

   ②安全に係る報告 

      運航に係るイレギュラー報告、安全上のトラブル、改善提案等は所定の報告書（機長報告

書、セーフティ・レポート）にて速やかに提出し、安全担当者による分析、評価の後、必

要な対策を講じ改善を図っています。また、必要に応じて「安全情報」や「OPERATION 

ENGINEERING INFORMATION」等の媒体を使い運航乗務員への周知を行うと同時に社内関係部

門に報告します。 

 

1）機長報告書 

        航空法で定められた機長による義務報告事項に加え、会社として運航の安全に係わる

報告事項を定め、実運航における安全に係る事象の発生を速やかに把握するとともに、

社内関係部門と連携し、改善が必要な事項については対策を講じ改善を図っています。 

    2）セーフティ・レポート 

        航空機の運航において、事故の潜在的要因を含む事例の体験者からの情報の自発的提

供を受け、当該情報を運航関係者にフィードバックすること、およびリスク分析や要

因分析に活用することにより、事故・インシデントの未然防止と安全対策に役立てま

す。 
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 (3) 客室乗務員 

      運航に係るイレギュラー報告、安全上のトラブル、機内業務やサービスに係る改善提案等

は所定の報告書（フライト・レポート 、CAセーフティ・レポート）にて客室乗員課に速や

かに提出し、安全担当者による分析、評価の後、必要な対策を講じ改善を図っています。 

また、必要に応じて NOTICEや CA BULLETIN という媒体を使い客室乗務員への周知を行うと

同時に社内関係部門に報告します。 

 

 (4) 整備士 

日常運航から得られた航空機の整備データをデータベース化し、発生した不具合に対し過

去のデータと照らし合わせ迅速で的確な整備を実施します。 

航空機製造メーカー等から得られた改善策を確実に実行します。また信頼性管理プログラ

ムに基づき、月次毎に整備データをレビューし機材品質向上に寄与する施策を実施します。 

これらの施策を着実に実施することにより、高品質な機材をお客様に提供します。 

 

 (5) 運航管理者 

       運航管理者は、機長報告書の報告事項に該当するもの又はこれに準ずる事項のうち、運航 

 管理上必要と判断する事項、その他、運航管理者が必要と判断する事項が発生した場合、

速やかに運航統制部長に運航管理者報告書を提出し、運航管理部門における実運航上の安

全に係る事象の発生を把握するとともに、発生事象について社内関係部門と連携し、改善

が必要な事項については改善を図っています。 

    

3.3 安全に関する社内啓発活動 

 (1) 安全統括管理者ダイレクトトークの実施 

   2014年 8月・9月にオペレーション本部に所属する全社員を対象に安全統括管理者（社長） 

     によるダイレクトトークを 17回実施し、コンプライアンス意識の高揚を図るとともに各現場  

からの意見を直接聞く機会、意見交換の場を設けました。 

 

  (2) 安全理念キャラバンの実施 

     2014年 8月から 12月の間、弊社安全理念の浸透策として、全社員を対象にオペレーション本

部所属運航乗務員（OB または現役）による「運航全般により経験した事例紹介の講話および

意見交換会」を通して当社安全理念の大切さ並びに理念の内容を日々の業務の中に活かして

もらうよう各自考え、自覚する動機付けを目的に安全理念キャラバンを 32回実施致しました。 

 

 (3) 安全旬間（安全統括管理者による現場巡視） 

     年末年始の繁忙期に安全統括管理者による空港現場の巡視を行い、安全意識の高揚を図りま

した。 
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 (4) 安全啓発誌（SAFETY PROMOTION CIRCULAR）の発行 

     ヒヤリ・ハット情報の有用性、コンプライアンスの重要性などをテーマに 3 編を発行し全社

員に発信致しました。 

 

4. 使用機材および運航状況 

4.1 使用機材 

                                    

機種 機数 座席数 導入開始時期 平均機齢 
平均年間 

飛行時間 

B737-800 3機 189席 2013年 7月 18日 1.1年 879HR 

(2014年 12月 31日現在) 

 

  4.2 路線別運送実績 

                                                   

路 線 有償旅客千キロ

(RPK) 

座席千キロ(ASK) 実運航便数 

成田～佐賀 57,833 100,891 465便 

成田～高松 17,902 40,313 300便 

成田～広島 57,401 102,172 602便 

(2014年 8月 1日～2014年 12月 31日) 
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5. 運航上のトラブル発生状況等 

事故・重大インシデントおよびその他の安全上のトラブルの発生状況、 

航空法第 111条の 4に規定する「航空機の正常な運航に安全上の支障をおよぼす事態」 

 

5.1 事故・重大インシデント 

  2014年度、航空事故及び重大インシデントの発生はありませんでした。 

 

5.2 安全上のトラブル(義務報告) 

  2014年度に国に報告した「安全上のトラブル」は 9件でした。 

（航空法第 111条の 4に該当する事例） 

   

報告内容（概要） 件数 

上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った 1 

上昇中、左右燃料タンクの燃料量の差異が拡大し、運用限界を超過した 1 

空港到着時の中央燃料タンクの残量が 1000lbs 以上あり、運用限界を超過した 2 

地上走行時、搭載用航空日誌の誤搭載が判明し駐機場に引き返した 1 

出発前の点検中、一部の非常用照明灯が正常に点灯しない事を発見した 1 

60 日毎に実施される操縦室 内にある非常用照明器具の点検指示に漏れがあった 3 

 

全ての発生事象について、詳細な原因分析を実施し、必要な対策を講じる事で再発の防止を行

っております。また機材トラブルについては、装置や機器の交換を実施し、正常な状態に復活

したことを確認しております。 

 

5.3 イレギュラー運航（航空局基準） 

    機材不具合による引き返し・目的地変更等のイレギュラー運航はありませんでした。 

 

 

6. 輸送の安全を確保するために講じた措置 

6.1  国から受けた行政処分または行政指導 

    行政処分事項はありませんでした。 

 

6.2  2014年度安全重点施策（安全目標）の達成状況 

   (1)「ヒューマンエラーに起因する義務報告を含む航空局報告事象件数の発生率を（実運航便数に対

して）0.04％以下とする」 

    

     2014年 8月から 12月の間の実運航便数 1,367便に対し、ヒューマンエラーに起因する義務報

告を含む航空局報告事象件数は 10件発生し、発生率は目標値を上回り 0.73％となりました。 
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(2)「安全理念啓発活動の実施」 

 

     2014 年 8 月から 12 月の間、全社員を対象に安全理念浸透策として講話並びに意見交換会を   

32回開催し、全社員参加のもと安全理念の大切さ、自覚の動機付けを実施致しました。 

 

 

6.3  2015年度の安全重点施策（安全目標） 

    2015 年度は前年度の運航経験や安全目標への取り組み・達成状況の結果を踏まえ、更なる安全運

航に向けて、以下のとおり設定し、取り組むことといたしました。 

 

 (1)「ヒューマンエラーに起因する義務報告を含む航空局報告事象件数の発生率を（実運航便数に

対し）0.2％以内（6件以内）とする」 

 

 (2)「ヒヤリ・ハット報告件数（年間）を 30件以上とする」 

 

 

    本年度の安全目標（値）の達成を目指して、「安全意識とコンプライアンス意識」の啓蒙活動を継続 

  して行くために、新たな安全教育活動を実践して行きます。 

 

  また、安全に係る重要事項の最高審議機関である「安全推進委員会」において、同安全教育活動に 

ついて定期的にレビューを行い、当該目標値の達成度の進捗状況を管理・監視して参ります。 

 

 

以上 
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